
（平成２１年１２月９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認旭川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



旭川国民年金 事案 418 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年４月から 52 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年４月から 52年 12月まで 

    私は、昭和 49 年４月からＡ市にある会社で長距離トラックの運転手をし

ており、52年 12月末に身体を壊して実家のあるＢ町に帰るまでは、国民年

金保険料を納付していた。 

若いころのことなので、国民年金保険料額はよく憶えていないが、Ａ市か

ら送られてきた納付書で同市役所か金融機関で間違いなく納付しており、督

促を受けたことは無いので、申立期間について、保険料を納付していたこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間直前の昭和49年４月から 50年３月までの国民年金保険料

の納付記録は、申立人が社会保険事務所に照会するまでは、国民年金の未加入

期間とされていたが、申立人が所持している昭和 49 年度国民年金保険料納付

通知書兼領収書（昭和 49 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料を同年

10月 12日に金融機関で納付）、及びＡ市が保管する申立人の国民年金被保険

者名簿兼検認カード（以下、「被保険者名簿」という。）の記録により納付事実

が判明し、平成 19年 12月４日付けで記録が訂正されているほか、Ａ市の被保

険者名簿には、申立人が昭和 48 年３月１日付けで国民年金被保険者資格を喪

失してから、被保険者資格を再取得した記載は無いが、申立人の所持する国民

年金手帳には、申立人が 49年４月 10日にＡ市で住所変更を行っている記載が

確認できる上、Ａ市からは、「再取得記録の記載漏れであり、申立期間中にお

いて申立人は国民年金の未加入者ではなく、国民年金被保険者である。」との

証言が得られたことから、行政側の記録管理が適正に行われていなかったもの



と考えられる。 

また、Ａ市では、申立人に対して、「申立期間中も納付書を発行しており、

当時は、国民年金保険料の未納者に対しては納付督促を毎月行っていた。」と

回答しているところ、申立人は、Ａ市に住んでいたときは、国民年金保険料を

間違いなく納付しており、督促を受けたことは無いと主張している上、申立人

が身体を壊してＢ町に帰るまでは、勤務先の異動や生活状況等に大きな変化は

見られないことなどを踏まえると、申立期間直前の昭和 49 年度の保険料を納

付しながら、申立期間の保険料を納付しなかったものとは考え難い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



旭川国民年金 事案 419 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年４月から 60年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申  立  期  間 ： 昭和 59年４月から 60年３月まで 

国民年金に加入する手続は父親が行い、国民年金保険料は主にＡ町役場Ｂ

支所で納付していた。 

申立期間の翌年度にＣ市の職業訓練校に入学しており、同校に在学してい

る間も国民年金保険料を納付しているのに、申立期間の保険料を納付してい

ないはずがない。 

申立期間の国民年金保険料を納付していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間は 12 か月と比較的短期間である上、国民年金の加入期間

において、申立期間以降に国民年金保険料の未納が無く、納付意識の高さがう

かがえる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期は、申立人の前後の任意加

入者の資格取得日から昭和 59年 10月ころと推認され、申立人の父親が国民年

金の加入手続を行い、申立期間以降の国民年金保険料を納付しながら、申立期

間の保険料のみを未納のままとしていたとは考え難い。 

さらに、社会保険庁の記録から、申立人の国民年金被保険者資格が、昭和

60 年３月 30 日付けで 59 年４月１日に喪失とされ、申立期間が未納期間から

未加入期間へと変更されていることが確認できるが、申立期間において、申立

人が他の公的年金制度に加入するなどの国民年金被保険者資格を喪失する理

由は無く、行政側の記録管理が適切に行われていなかった可能性がうかがわれ

る。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人の申立期間の国民年金保

険料については、納付していたものと認められる。 



旭川厚生年金 事案328 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における資格取得日は昭和32年４月２日、資格喪失日は同年

５月18日、Ｂ社における資格取得日は32年６月17日、資格喪失日は同年10月

10日、Ｃ社における資格取得日は33年１月１日、資格喪失日は同年３月１

日、資格取得日は同年４月９日、資格喪失日は同年11月１日、Ｄ社における

資格取得日は同年11月１日、資格喪失日は34年８月28日、Ｅ社における資格

取得日は36年６月１日、資格喪失日は37年３月29日であると認められること

から、当該期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得及び喪失に係る記録

を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和32年４月は9,000円、同年

６月から同年９月までは１万2,000円、33年１月から同年２月までは１万

4,000円、同年４月から同年９月までは１万2,000円、同年10月は１万4,000

円、同年11月から34年７月までは１万2,000円、36年６月から37年２月までは

２万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名： 男 

    基礎年金番号：  

    生 年 月 日： 昭和５年生 

    住    所：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間： ① 昭和24年９月１日から28年９月１日まで 

            ② 昭和28年９月１日から31年９月１日まで 

            ③ 昭和31年９月１日から35年９月１日まで 

            ④ 昭和35年９月１日から36年９月１日まで 

            ⑤ 昭和36年９月１日から37年３月１日まで 

            ⑥ 昭和37年３月１日から38年３月１日まで 

            ⑦ 昭和38年３月１日から同年７月１日まで 

            ⑧ 昭和38年７月１日から39年７月１日まで 

            ⑨ 昭和39年７月１日から同年10月１日まで 

            ⑩ 昭和39年10月１日から40年１月１日まで 

            ⑪ 昭和40年１月１日から42年１月１日まで 

            ⑫ 昭和42年１月１日から43年１月１日まで 

            ⑬ 昭和43年１月１日から46年１月１日まで 



            ⑭ 昭和46年１月１日から47年１月１日まで 

            ⑮ 昭和47年１月１日から48年１月１日まで 

            ⑯ 昭和48年１月１日から50年１月１日まで 

            ⑰ 昭和50年１月１日から51年１月１日まで 

            ⑱ 昭和51年１月１日から52年１月28日まで 

     申立期間①から⑪までについては、炭鉱で坑道を組み立てる仕事に従

事しており、Ｆ炭鉱（申立期間①）、Ｇ炭鉱（申立期間②）、Ｈ炭鉱

（申立期間③）、Ｉ炭鉱（申立期間④）、Ｊ炭鉱（申立期間⑤）、Ｋ炭

鉱（申立期間⑥）、Ｌ炭鉱（申立期間⑦）、Ｍ炭鉱（申立期間⑧）、Ｎ

炭鉱（申立期間⑨）、Ｏ炭鉱（申立期間⑩）、Ｐ炭鉱（申立期間⑪）で、

各炭鉱の下請け会社に所属していた。 

     Ｇ炭鉱、Ｈ炭鉱、Ｉ炭鉱については、同じ地区から移動した記憶は無

いので、同じ炭鉱であったかもしれない。また、Ｋ炭鉱での下請け会社

の名前は「Ｃ社」であり、Ｐ炭鉱での下請け会社の名前は「Ｅ社」であ

ったと記憶しているが、このほかの下請け会社の名前は記憶に無い。 

     申立期間⑫から⑰までについては、季節雇用者として、製材会社で飯

場に住み込み、丸太を伐採する仕事をしており、Ｑ社（申立期間⑫）、

Ｒ社（申立期間⑬）、Ｓ社（申立期間⑭）、Ｔ社（申立期間⑮）、Ｕ社

（申立期間⑯）、Ｖ社（申立期間⑰）に勤務していた。また、それぞれ

の会社の事務員や同僚の名前を記憶している。 

     申立期間⑱については、Ｗ社で勤務し、工場で就労していたが、上司、

同僚等の名前は憶えていない。 

     いずれの申立期間についても、年金手帳をもらったことや、健康保険

証を持っていた記憶は無いが、勤務していたので厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間③について、社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険

被保険者名簿には、申立人と同姓同名の者（ただし、生年月日の月日が異な

る。以下、仮にＸ氏という。）が、昭和32年４月２日に厚生年金保険被保険

者資格を取得し、同年５月18日に喪失していることが確認でき、当該者の種

別は「３」（坑内員）と記載されているところ、厚生年金保険被保険者名簿

における当該事業所の所在地は「Ｍ炭鉱」と記載されており、申立人は、Ｍ

炭鉱に勤務していた旨供述している。 

   また、社会保険事務所が保管するＢ社に係る厚生年金保険被保険者名簿に

は、申立人と同姓の者（ただし、名の一部及び生年月日の月日が異なる。以

下、仮にＹ氏という。）が、昭和32年６月17日に厚生年金保険被保険者資格

を取得し、同年10月10日に喪失していることが確認でき、当該者の種別は



「３」（坑内員）と記載されているところ、申立人は、当該期間当時に、Ｚ

町に所在する炭鉱に勤務していた旨供述している。 

   さらに、社会保険事務所が保管するＣ社に係る厚生年金保険被保険者名簿

には、申立人と同姓の者（ただし、名の一部及び生年月日の月日が異なる。

以下、仮にＡＡ氏という。）が、昭和33年１月１日に厚生年金保険被保険者

資格を取得し、同年３月１日に喪失していること、及び同年４月９日に被保

険者資格を取得し、同年11月１日に喪失していることが確認でき、当該者の

種別は、いずれも「３」（坑内員）と記載されているところ、申立人は、Ｋ

炭鉱で勤務していた旨、及びＫ炭鉱での下請け会社の名前について「Ｃ社」

であった。」と供述している。 

   加えて、社会保険事務所が保管するＤ社に係る厚生年金保険被保険者名簿

には、申立人と同姓の者（ただし、名の一部及び生年月日の月日が異なる。

以下、仮にＡＢ氏という。）が、昭和33年11月１日に厚生年金保険被保険者

資格を取得し、34年８月28日に喪失していることが確認でき、当該者の種別

は「３」（坑内員）と記載されているところ、厚生年金保険被保険者名簿に

おける当該事業所の所在地は「Ｋ炭鉱」であり、申立人は、Ｋ炭鉱で勤務し

ていた旨供述している。 

   また、申立期間④、⑤及び⑥について、社会保険事務所が保管するＥ社に

係る厚生年金保険被保険者名簿には、申立人と同姓の者（ただし、名の一部

及び生年月日の月日が異なる。以下、仮にＡＣ氏という。）が、昭和36年６

月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、37年３月29日に喪失している

ことが確認でき、当該者の種別は「３」（坑内員）と記載されているところ、

厚生年金保険被保険者名簿における当該事業所の所在地は「Ｐ炭鉱」であり、

申立人は、Ｐ炭鉱で勤務していた旨、及びＰ炭鉱での下請け会社の名前につ

いて「Ｅ社」であった。」と供述している。 

   さらに、申立人は、「自分の名前を間違われたことがあった。」、「当時

は、自分の誕生日を別の日（３月26日）と思い込んでいた。」と述べている

上、厚生年金保険の記録は65歳に到達しているにもかかわらず、Ｘ氏、Ｙ氏、

ＡＡ氏、ＡＢ氏及びＡＣ氏の記録は基礎年金番号に統合されていないことか

ら、これらの記録は、申立人に係るものであると認められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が、昭和32年４月２日に厚生年金保

険の被保険者資格を取得した旨の届出及び同年５月18日に被保険者資格を喪

失した旨の届出、同年６月17日に被保険者資格を取得した旨の届出及び同年

10月10日に被保険者資格を喪失した旨の届出、33年１月１日に被保険者資格

を取得した旨の届出及び同年３月１日に被保険者資格を喪失した旨の届出、

同年４月９日に被保険者資格を取得した旨の届出及び同年11月１日に被保険

者資格を喪失した旨の届出、同日に被保険者資格を取得した旨の届出及び34

年８月28日に被保険者資格を喪失した旨の届出、並びに36年６月１日に被保



険者資格を取得した旨の届出及び37年３月29日に被保険者資格を喪失した旨

の届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和32年４月については、申

立人のＡ社における社会保険事務所の記録から9,000円、同年６月から同年９

月までについては、申立人のＢ社における社会保険事務所の記録から１万

2,000円、33年１月及び同年２月については、申立人のＣ社における社会保険

事務所の記録から１万4,000円、同年４月から同年９月までについては、申立

人の同事業所における社会保険事務所の記録から１万2,000円、同年10月につ

いては、申立人の同事業所における社会保険事務所の記録から１万4,000円、

同年11月から34年７月までは、申立人のＤ社における社会保険事務所の記録

から１万2,000円、36年６月から37年２月までについては、申立人のＥ社にお

ける社会保険事務所の記録から２万円とすることが妥当である。 

 ２ 一方、１において判明した厚生年金保険の加入期間を除く、申立期間①か

ら⑪までについて、申立人は、勤務していたとする炭鉱の下請け会社の名称

及び勤務期間を明確に記憶しておらず、申立事業所を特定することができな

い上、申立人が記憶していた同僚等についても、該当者を特定できなかった。 

   さらに、Ｊ炭鉱（申立期間⑤）、Ｎ炭鉱（申立期間⑨）については、経済

産業局提出の資料によれば、申立人が主張する勤務期間当時には既に閉山と

なっており、このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 

 ３ 申立期間⑫について、元従業員の証言から、期間の特定はできないものの、

申立人が、申立期間当時においてＱ社に、季節雇用の林業労働者（伐採担

当）として就労していたことはうかがえる。 

   しかしながら、連絡の取れた総務担当の元従業員、経理担当の元従業員及

び製材工場の元従業員は、「社会保険に加入していたのは事務員と製材工場

の勤務者、トラックの運転手などであり、山で働く季節雇用の林業労働者は

社会保険には加入していなかった。」と証言しており、元従業員の証言から、

季節雇用の林業作業員は冬期間（秋から翌年の春まで）に勤務していたもの

と考えられるところ、申立期間における厚生年金保険被保険者資格の取得者

（14人）のうち、秋から春までの加入期間となっている者は見当たらないこ

とを踏まえれば、申立期間当時、同社では、季節雇用の林業労働者について

は厚生年金保険に加入させる取扱いとしていなかったものと考えられる。 

   また、申立期間における厚生年金保険被保険者原票の整理番号に欠番は見

当たらず、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

   申立期間⑬について、元従業員の証言から、期間の特定はできないものの、



申立人が申立期間当時において、Ｑ社に季節雇用の造林作業員として就労し

ていたことはうかがえる。 

   しかしながら、申立人は、季節雇用者として就労していた旨述べていると

ころ、事務担当の元従業員は、「（季節雇用の）造林作業員の給料は出来高

払いであった。私は、伐採した数量とそれに対する給料計算をして、会計担

当に計算書を提出する仕事をしていた。社会保険に加入していたのは、事務

所と製材所で働いていた従業員だけで、造林関係の出来高払いの従業員は社

会保険に加入していなかった。」と証言しており、別の事務担当の元従業員

は、「私は、造材部門の一般事務をしていたが、造材部門の作業員（季節雇

用者）の賃金は出来高払いだった。事業所は製材部門と造材部門に分かれて

おり、製材部門の職員及び臨時職員は社会保険に加入していたが、造材部門

の作業員（季節雇用者）については、社会保険には加入していない。」と証

言しており、申立期間当時、同社では、すべての季節雇用の造林作業員を厚

生年金保険に加入させる取扱いではなかったものと考えられる。 

   また、申立期間における厚生年金保険被保険者原票の整理番号に欠番は見

当たらず、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

   申立期間⑭について、元従業員の証言から、期間の特定はできないが、申

立人が申立期間当時において、Ｓ社に季節雇用者として就労していたことは

うかがえる。 

   しかしながら、経理担当の元従業員は、「申立てのような（１月から12月

までの）雇用形態は無かった。伐採担当として雇用する場合には、11月か12

月ころから、翌年の３月か４月ころまでの冬場の季節雇用であった。製材所

等で勤務していた従業員は、昭和47年か48年ころから厚生年金保険に加入さ

せていたが、（申立人のような）飯場で住み込みで働く人は、賃金の良いと

ころを渡り歩く「流れ者」と呼んでおり、15人くらいいたが、社会保険には

加入していない。」と証言しているところ、社会保険事務所の保管する厚生

年金保険被保険者原票によれば、申立期間に厚生年金保険被保険者資格を取

得した者は６人だけであることを踏まえると、申立期間当時、同社では、季

節雇用者を厚生年金保険に加入させない取扱いとしていたものと考えられる。 

   また、申立期間における厚生年金保険被保険者原票の整理番号に欠番は見

当たらず、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

   申立期間⑮（Ｔ社）、申立期間⑯（Ｕ社）及び申立期間⑰（Ｖ社）につい

て、社会保険事務所の保管する適用事業所名簿及び社会保険庁の管理するオ

ンライン記録によれば、「Ｔ社」、「Ｕ社」及び「Ｖ社」が厚生年金保険の

適用事業所となった記録は確認できず、また、当該３事業所の商業登記簿謄

本も得られなかった。 

   また、申立人が当該３事業所における同僚として記憶している者について

も、該当者を特定することはできず、このほか、当該３事業所の存在、及び



申立期間における申立人の勤務の実態について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

   申立期間⑱について、申立人は、昭和51年１月１日から52年１月28日まで

の期間においてＷ社の工場に勤務していたと主張しているが、申立期間にお

いて厚生年金保険の加入記録のある元従業員からは、申立人を記憶している

旨の証言は得られず、このほか、申立人の勤務の事実について確認できる人

事記録等の資料も得られなかった。 

   また、工場勤務の元従業員は、「工場で働いていれば全員知っているが、

申立人は知らない。短期間の就労者であれば、忘れたのかもしれない。」と

証言しているところ、社会保険事務担当の元従業員は、「季節雇用者や造林

作業員は社会保険に加入していなかった。」と証言しており、元従業員の証

言から、申立期間当時に季節雇用者は20人程度いたと考えられるところ、社

会保険事務所の保管する厚生年金保険被保険者原票によれば、申立期間に厚

生年金保険被保険者資格を取得した者は14人となっていることを踏まえれば、

申立期間当時、同社では、季節雇用の作業員を厚生年金保険に加入させない

取扱いとしていたものと考えられる。 

   また、申立期間における厚生年金保険被保険者原票の整理番号に欠番は見

当たらず、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間⑫から⑱までの期間における厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

厚生年金保険被保険者として申立期間⑫から⑱までに係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



旭川厚生年金 事案329 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につい

ては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成11年５月１日から12年４月29日まで 

    申立期間において、代表取締役である自分の役員報酬は月額66万円程度で

あった。当時、社会保険料の滞納は無かったので、社会保険事務所に相談し

たこともなく、記録訂正の手続を行ったこともない。 

    社会保険事務所の行った訂正処理は適正なものではないので、記録を回復

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の管理するオンライン記録によれば、申立人が代表取締役を務め

ていたＡ社は、平成12年４月29日に適用事業所ではなくなっていることが確認

できるところ、同社が適用事業所ではなくなった後の同年５月２日付けで、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額（59万円）が、11年５月１日までさかのぼ

って30万円に訂正されていることが確認できる。 

   また、社会保険庁の管理するオンライン記録によれば、申立人のほかに、申

立人の妻（取締役）についても、平成12年５月２日付けで標準報酬月額の減額

訂正が行われており、当該二人に係る標準報酬月額の訂正処理により減額され

た社会保険料は、Ａ社が適用事業所ではなくなる当時において納付すべき保険

料額の約１か月分に相当するものと考えられるところ、申立人及び申立人の妻

は、「社会保険料は、最後までＢ信用金庫の預金口座から引き落とされていた

ので、滞納は一切無かった。」と主張している。 

しかしながら、Ｂ信用金庫提出の要求性取引明細一覧表によれば、Ａ社が適

用事業所ではなくなる日の前の月（平成12年３月）の社会保険料が口座から引

き落とされた記録は見当たらない上、元従業員は、「平成12年４月ごろの給与

は一部しか支払われなかった。」と証言していることを踏まえると、当時滞納



があったことがうかがえ、当該訂正処理は、未納となった社会保険料の整理の

ために行われたものと推認され、代表取締役である申立人が、社会保険料の納

付状況及び当該訂正に係る届出について承知していなかったとは考え難く、当

該訂正処理においても、申立人の一切の関与も無しに、無断で処理がなされた

ものと認めることはできない。 

   これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負ってい

る代表取締役である申立人が、当該標準報酬月額の減額処理が有効でないと主

張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬

月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



旭川厚生年金 事案330 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につい

ては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成11年10月１日から12年４月29日まで 

申立期間において、取締役である自分の役員報酬は月額44万円程度であっ

た。当時、社会保険料の滞納は無かったので、社会保険事務所に相談したこ

とはなく、自分も事業主である夫についても記録訂正の手続を行ったことは

ない。 

    社会保険事務所の行った訂正処理は適正なものではないので、記録を回復

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の管理するオンライン記録によれば、申立人が取締役を務めてい

たＡ社は、平成12年４月29日に適用事業所ではなくなっていることが確認でき

るところ、同社が適用事業所ではなくなった後の同年５月２日付けで、申立人

の申立期間に係る標準報酬月額（41万円）が、11年10月１日までさかのぼって

30万円に訂正されていることが確認できる。 

   また、社会保険庁の管理するオンライン記録によれば、申立人のほかに、申

立人の夫（代表取締役）についても、平成12年５月２日付けで標準報酬月額の

減額訂正が行われているが、当該二人に係る標準報酬月額の訂正処理により減

額された社会保険料は、Ａ社が適用事業所ではなくなる当時において納付すべ

き保険料額の約１か月分に相当するものと考えられるところ、申立人及び申立

人の夫（代表取締役）は「社会保険料は、最後までＢ信用金庫の預金口座から

引き落とされていたので、滞納は一切無かった。」と主張している。 

しかしながら、Ｂ信用金庫提出の要求性取引明細一覧表によれば、同社が適

用事業所ではなくなる日の前の月（平成12年３月）の社会保険料が口座から引

き落とされた記録は見当たらない上、元従業員は、「平成12年４月ごろの給与



は一部しか支払われなかった。」と証言していることを踏まえると、当時滞納

があったことがうかがえ、当該訂正処理は、未納となった社会保険料の整理の

ために行われたものと推認される。また、代表取締役である夫及び元従業員の

証言から、申立人は、社会保険関係の届出及び社会保険料の納付を行っていた

と考えられることから、同社の社会保険事務の担当取締役として、一定の権限

を有し、当該訂正に係る届出について関与していたものと認められる。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、社会保険事務の担当取締役

として、当該標準報酬月額の減額処理が有効でないと主張することは信義則上

許されず、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 



旭川厚生年金 事案331  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につい

ては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成14年７月１日から15年11月18日まで 

    自分はＡ社の代表者として、書類提出の際は決裁する立場にあったが、厚

生年金保険の標準報酬月額を遡及
そきゅう

して減額する旨の届出をしたことも、決裁

した記憶も無い。 

    平成14年当時は業績も好調であり社会保険料の滞納は無かったことから、

標準報酬月額を下げるということは考えられないし、15年に社会保険料の還

付を受けた記憶も一切無いので、記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の管理するオンライン記録によれば、申立人が代表取締役を務め

ていたＡ社は、平成15年11月18日に適用事業所ではなくなっていることが確認

できるところ、同社が適用事業所ではなくなった後の同年12月８日付けで、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額（62万円）が、14年７月１日までさかのぼ

って９万8,000円に訂正されていることが確認できる。 

   一方、社会保険庁の管理するオンライン記録（保険料収納状況照会回答票）

によれば、同社の平成15年９月及び同年10月の社会保険料が納付期限（平成15

年９月の社会保険料については同年10月31日、同年10月の社会保険料について

は同年12月１日）までに収納されていないことが確認できる上、社会保険事務

所が保管する滞納処分票によれば、同社は、同年11月10日に１回目の不渡りを

出し、同年11月26日に社会保険事務所が申立人に連絡して対応を求めている旨

の記載が確認できる。 

   また、当該訂正処理により減額された社会保険料額が、未納となっている平

成15年９月及び同年10月の社会保険料を合算した額を超過していたと考えら

れるところ、社会保険事務所が保管している「過誤納額調査決定決議書並びに



過誤納額処理伺」によれば、この超過して納付された保険料を16年３月12日付

けで還付する決議を行ったことが確認できる上、同社に係る預金取引明細表に

よれば、同年３月30日に口座に振り込まれた当該還付金が、同日付けで紋別税

務署に差し押さえられていることが確認できることを踏まえれば、代表取締役

である申立人は、社会保険料の滞納状況を把握した上で、当該保険料のみなら

ず、国税を納付することを目的として、自らの標準報酬月額の減額変更に係る

届出を行ったものと考えるのが自然であり、当該届出に関与していたものと認

められる。 

   これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負ってい

る代表取締役である申立人が、自らの標準報酬月額の減額処理が有効でないと

主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険の標準報

酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



旭川厚生年金 事案332 
 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 20年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和39年５月10日から40年７月１日まで 

    学校卒業後、集団就職で上京し、昭和 39 年４月にＡデパートにあるＢ社

が運営する青果売り場で勤務し始めてから、１年４か月間勤務していたのに、

厚生年金保険の加入記録が同年５月 10 日までとなっていることに納得でき

ないので、申立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所の保管する厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立人は、

Ｂ社において、昭和39年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得した後、

同年５月10日に同被保険者資格を喪失した記録となっているところ、申立人

は、同日以降、40年６月末まで同社に勤務していたと主張している。 

   しかしながら、申立人と一緒に集団就職で入社した元従業員は、「申立人は

２、３か月で退職した記憶がある。東京オリンピックが昭和39年10月10日か

ら開催されたが、そのころに申立人の姿を売り場で見た記憶は無い。」と証言

している上、このほか、申立期間において厚生年金保険の加入記録のある複

数の元従業員からも、申立人が申立期間に勤務していたことをうかがわせる

証言は得られなかった。 

また、社会保険庁の管理するオンライン記録によれば、Ｂ社は平成12年７

月23日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、当時の代表取締

役は既に死亡しており、このほか、申立人の退職日を確認できる関連資料等

は得られなかった。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



旭川厚生年金 事案333 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につい

ては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 10月１日から８年９月１日まで 

申立期間は、Ａ社に勤務し、月額 50 万円の報酬を受け取っていたが、社

会保険事務所の記録によると、標準報酬月額が９万 2,000円となっているの

で、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の管理するオンライン記録によれば、申立人が代表取締役を務め

ていたＡ社は、平成８年９月 30 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ていることが確認できるところ、当該事業所が適用事業所ではなくなった後の

同年 11 月７日付けで、申立人の申立期間に係る標準報酬月額（20 万円）が、

６年 10月１日までさかのぼって９万 2,000 円に訂正されていることが確認で

きる。 

しかしながら、申立人は当該事業所の代表取締役であり、「届出等について

は社会保険事務所と相談して行っていた。社会保険関係の手続は、自分自身の

みが行っていた。」と述べている。また、連絡の取れた元従業員は、「資金不

足で数社に支払いが遅れていた。」、「倒産後のことはわからないが、社会保

険料の滞納は３か月くらいあったと記憶している。」と証言しており、当該事

業所における社会保険料の滞納状況がうかがえるところ、当該訂正処理により

減額された保険料の額は、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくな

った日の直前の２か月（平成８年７月及び同年８月）の保険料におおむね一致

することを踏まえれば、当該訂正処理は、滞納した保険料の整理のために行わ

れたものと考えられ、当該訂正処理に係る届出に関与していたものと認められ

る。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任



を負っている代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理が有

効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



旭川厚生年金 事案 334 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月 17日から 17年３月 25日まで 

    Ａ社に運転手として勤務していた。申立期間の前後の年度の同社での厚生

年金保険の加入記録は存在するが、申立期間の加入記録が無く納得できない。 

    厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間について厚生年金保険被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録（平成 16年８月 17日取得～17年３月 31日離職）から、

申立人が、当該加入期間においてＡ社に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、Ｂ厚生年金基金が保管する厚生年金基金加入員台帳及びＡ社

に係る事業所名簿には、申立人が申立期間において同基金の加入員であった記

録は見当たらないところ、社会保険庁の管理するオンライン記録によれば、申

立人は、平成 16年４月 11日（取得）から 17年６月１日（喪失）までの期間

において健康保険に任意継続加入している記録となっている。 

   また、Ａ社は、「健康保険の任意継続加入の手続を会社で行いました。保険

料の半額を会社が支払いました。」と回答しているところ、Ｃ市提出の、平成

16年及び 17年の所得に係る「給与支払報告書」に記載されている「社会保険

料等の金額」の合計額は、申立人が、16 年４月 11 日（取得）から 17 年６月

１日（喪失）までの期間において健康保険に任意継続加入し当該保険料の半額

を自らが負担した場合の健康保険料、並びに厚生年金（基金）保険料（平成

16年１月から同年３月まで、17年６月から同年 12月まで、並びに同年８月及

び同年 12月賞与に係る保険料）及び雇用保険料（平成 16年１月から同年３月

まで、同年８月から 17年３月まで、同年６月から同年 12月まで、並びに同年

８月及び同年 12月賞与に係る保険料）の額におおむね一致している。 



   さらに、雇用保険の加入記録から、申立期間において勤務していたものと考

えられる同僚のうち一人についても、申立人と同様に、健康保険に任意継続加

入している記録となっていることが確認できる。 

   なお、社会保険庁のオンライン記録によれば、申立人は、平成 16年４月 11

日（取得）から 17 年６月１日（喪失）において国民年金に加入し、申立期間

（平成 16年８月から 17年２月まで）における国民年金保険料については、16

年７月 14 日付けで申請免除の届出を行った後に、20 年 10 月２日付け、及び

21年３月 25日付けで追納した記録となっている。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



旭川厚生年金 事案335 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和39年10月ごろから40年12月ごろまで 

             ② 昭和41年２月27日から43年２月末ごろまで 

    申立期間①については、Ａ社の下請けで、Ｂ町にあった「Ｃ社」に勤務し、

Ｄ町の現場で鉄道の隧道修復工事に従事していた。 

    申立期間②については、Ｅ町にあったＦ社に、昭和41年１月から43年２月

末ころまで、夏は造林作業員、冬は炭鉱の坑内員として勤務していたのに、

厚生年金保険被保険者資格が41年２月27日に喪失した記録となっている。 

    厚生年金保険料控除の事実を確認できる給与明細書等の資料は無いが、申

立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、社会保険事務所が保管する適用事業所名簿及び社会保

険庁のオンライン記録によれば、「Ｃ社」、及び「Ｃ社」に類似の名称の事業

所が厚生年金保険の適用事業所となった記録は見当たらない上、申立てに係る

事業所の所在地を管轄する法務局においても、該当する商業登記簿謄本は見当

たらなかった。 

   また、申立人は、Ｃ社では、Ｄ町の現場で鉄道の隧道修復工事に従事してい

たと主張しているが、Ｇ社では、「昭和36年11月から42年９月まで隧道工事を

行っていたことは確認できたが、発注先までは確認できない。」と回答してい

る上、申立人が元請けと記憶しているＡ社も、「隧道工事の受注の有無、及び

申立期間当時の下請け業者の名称は、記録が残っておらず確認できない。」と

回答しており、このほか、Ｂ町、Ｈ森林組合及びＩ建設業協会からも、申立て

に係る事業所の存在を確認できるような証言等は得られなかった。 

   さらに、申立人は、一緒に勤務していたとする同僚の名字しか記憶していな



いため、当該同僚を特定することができず、申立てに関する証言等を得ること

ができない。 

   なお、社会保険事務所の保管する申立人に係る国民年金被保険者台帳によれ

ば、申立人は申立期間に係る国民年金保険料を昭和50年12月に特例納付してい

ることが確認できる。 

   申立期間②について、申立人は、Ｅ町にあったＦ社に継続して勤務していた

と主張しているが、申立人の申立期間における雇用保険の加入記録によれば、

申立人は、昭和41年５月１日（取得）から同年10月31日（離職）までの期間は

Ｊ公共職業安定所管内の事業所において、42年１月５日（取得）から同年４月

３日（離職）までの期間はＫ公共職業安定所管内の事業所において、及び同年

４月12日（取得）から同年11月６日（離職）まではＪ公共職業安定所管内の事

業所において、事業所名称は不明であるものの、雇用保険の被保険者となって

いることが確認できることから、申立人が、申立期間において、Ｌ公共職業安

定所所管内に存在するＦ社に勤務していた事情はうかがえない。 

   また、申立人が一緒に勤務していた同僚（故人）として記憶している者につ

いては、社会保険庁の管理するオンライン記録によれば、申立期間における厚

生年金保険の加入記録は見当たらなかった。 

   さらに、Ｆ社は昭和55年４月７日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ており、事業主も既に死亡している上、申立期間にＦ社において厚生年金保険

の加入記録が確認できる者からは、申立人を記憶している旨の証言は得られず、

このほか、申立人の申立期間に係る勤務の事実、及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料等を得ることはできなかった。 

   なお、社会保険事務所の保管する申立人に係る国民年金被保険者台帳によれ

ば、申立人は申立期間に係る国民年金保険料を、特例納付又は現年度納付して

いることが確認できる。 

   このほか、申立人のすべての申立期間に係る厚生年金保険料の控除について 

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者としてすべての申立期間に係る厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


